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　この本は，社会福祉に関心のある方々，特に若い人たちに，その学びの奥の

深さを伝えつつ，勇気とパワーを提供したいとの思いで書かれた社会福祉学の

入門書です。これから社会福祉（学）を学びたいと考えている方々はもちろん

のこと，社会福祉（学）を主専攻としない学生や多くの市民に読んでもらうこ

とを想定しています。

　誤解を恐れずにいえば，既存の社会福祉学のテキストの多くは，専門職養成

という縛りのなかで，現代社会をなんとか生き抜いている人々の「リアリ

ティ」をとらえることを後回しにしているように見えます。そうした「リアリ

ティ」の担い手としては，貧困，不安定就労，失業，搾取，孤立，排除，暴力，

格差といった事態を経験している人々などが挙げられるでしょう。それは，多

重のリスクを背負うことによる，脆弱性と「生きづらさ」に直面している人々

にとっての「現実」ともいえるでしょう。

　これまで筆者たちは，多くの学生と接してきましたが，社会福祉を学ぼうと

する若者のなかには，そうした「生きづらさ」を抱えていている人が決して少

なくないと実感しています。現代社会では多くの若者がいじめやひきこもりを

経験し，うつや不眠，低所得や失業の不安と向き合いながら生きています。ま

た，家族からの暴力，援助交際，リストカット，社会的に割り当てられた性別

への違和感や不適合などを経験する友人や家族が周囲にいたり，自分自身がそ

うであったりする人もいます。

　しかし，社会福祉学の標準的なテキストは，そのようなリアリティに向き合

うことのない高みから「問題」を構成し，「生きづらさ」を抱える当事者の視

点からかけ離れた議論を展開しているように見えてしまうところがあります。

それは，社会福祉学が支援者のための学としての性格を強くもってきたからだ

と考えられます。そこで提示される論点や課題は，「障害者福祉」や「高齢者

福祉」といった半世紀変わらない「上目線」の枠組みのなかで語られるのが定

番です。そのことがますます社会福祉学を当事者が抱くリアリティから遠ざけ

てしまうことが危惧されます。上述のように，いまここの「リアル」として家
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族からの暴力や精神疾患を経験する友人あるいは自分がいるのに，社会福祉
（学）のテキストでは，自分たちの「問題」が遠くにある「対象」として扱わ

れているように映りやすいのです。自身が経験するリアリティと社会福祉学の

見方や語り方との間に，そうした大きなズレや違和感を抱える人々がさらに増

えてしまうことを，私たち筆者は憂慮しています。

　この本は，そうしたズレや違和感を受けとめ，「生きづらさ」を抱える人々

の視点および彼らに届く言葉によって，社会福祉の現在を描き出そうと努めて

います。そうした人々が経験する〈生〉のリアルをとらえることから出発し，

それに立ち向かいチャレンジする際のヒントとなる視点と言葉，そして知恵を

提供しようと試みています。「生きづらさ」というリアルに直面していたとし

ても，あるいは，そうであるがゆえに，他者や社会に対して何か役に立つこと

をしたい，責任を果たしたいという思いをもつ人がいます。そのような思いを

もつ人たちを応援できればと考えました。

　この本のもう 1つの特徴は，上記の問題意識をもちながらも「社会福祉学」

を強く意識していることにあります。社会福祉学を意識するということは，あ

くまで社会福祉の現場で厳しい現実に直面して働いている「支援者」たちを意

識して書くということだと考えます。先ほどから「当事者」という言葉を使っ

ていますが，この本は「当事者主義」に立脚してソーシャルワーカーや専門職

の存在を否定しようとするものではないということを，あらためて強調してお

きたいと思います。

　「社会福祉学」と冠した時点で，おのずと支援者視点となることを甘受せざ

るをえないでしょうし，「当事者」をどこか突き放したような論じ方を完全に

払拭することは困難でしょう。「生きづらさ」を抱えるのは，いうまでもなく

その当事者なのですが，支援者もまた当事者と同じ時代の同じ社会を生きる 1

人の市民として，そうしたリアリティを構成する「現実」と対峙しているはず

です。とりわけ日本のソーシャルワーカーは欧米のそれと同じような権威ある

立ち位置にいるわけではありません。日本のソーシャルワーカーの立場は非常

に弱く，不安定であり，厳しい環境のなかにいます。その意味で，この本は社

会福祉の当事者と支援者との垣根を越え，双方をエンパワーするという目標を

掲げています。
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　「生きづらさ」を抱える人々をエンパワーする学問は，「社会福祉学」だけで

ある必要はありません。むしろ私たち筆者は，「使えるものは何でも使う」と

いう実用主義的なスタンスこそが社会福祉学の特性であって，さまざまな学問

領域で生産された知識をカスタマイズしながら，その共有を図っていくべきで

あると考えます。それゆえに，この本では他の学問領域で語られる議論や視点

を数多く紹介し，人々の〈生〉のリアルを議論するのに活用しています。社会

福祉にたずさわり，また社会福祉に関心をもつ人々にとって，社会福祉学がさ

まざまな学問領域への窓口（ポータル）として機能することは重要だと考えま

す。

　この本はこれまでのテキストとは異なる新しい枠組みを設定しました。そし

てこの枠組みに沿って，半
はん

可
か

通
つう

の誹
そし

りを覚悟しつつ，諸学の成果をふんだんに

盛り込みました。しかしその結果，読者にこれが「社会福祉」の学びなのか，

という戸惑いや疑義を抱かせてしまう部分があるかもしれません。いずれにし

ても，盛り込んだ成果の内容や意義がうまく伝わらなかったとすれば，それは

すべて筆者らの責任です。

　筆者らは，構想段階から会合を開いて，基本コンセプトから文章の校正に至

るまで議論を重ねてきました。そのプロセスで筆者たち自身が多くのことを学

び，相互に刺激を受け，また共感できたことは大きなよろこびでした。構想か

ら完成まで非常に長い年月がかかりましたが，そのすべての過程に根気強くお

つきあいいただいた有斐閣書籍編集第 2部の堀奈美子さんにこの場を借りて感

謝の言葉を申し上げたいと思います。

　　　2015年 11月

 著 者 一 同
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1　若者の雇用不安を知る

若者の雇用不安と就活

　近年，若者の雇用や就職をめぐる議論が活況を呈しています。書店の棚には，

定番の就職指南書のたぐいとはまた別に，若者，特に大学生の雇用問題を論じ

た書籍が数多く並んでいます（たとえば乾 2010；児美川 2011；本田 2011；海老

原 2012など）。また，総合誌等の活字メディアにも，これまた定番の「人気企

業ランキング」等の域を脱した論評記事が掲載され，各紙はこぞって若者の就

職問題の特集を組むようになりました。

　教育学者の児美川孝一郎は，こうした「就職語り」が氾濫する状況を指して，

「シューカツ論壇の成立」と表現しています（児美川編 2012：8）。児美川によれ

ば，若者の就職問題は「戦後日本の社会システムそのものに食い込んだ問題」

であるがゆえに，「シューカツ論壇」をにぎわす論考は，最初は若者の就活問

題の異様な姿から出発したとしても，最終的には戦後日本のあり方を問う現代

社会論的な論点にたどり着いているといいます（同前：11）。

　こうした事態からは，一連の問題が社会全体の関心事となっていることがう

かがえます。現代日本社会では，雇用を中心とする「働くこと」のあり方をめ

ぐって，これまでのしくみや考え方が通用しなくなるような変化が着々と進行

しています。「シューカツ論壇」での議論が，問題の所在をつきとめようとし

て，現代社会論的な分析へと深まっていくことは，もっともなことだといえる

でしょう。では，当の「就職問題」をめぐってどのような論点が提起されてい

るのでしょうか。この点についてはのちほど詳しく解説します。以下，本章で

は「シューカツ」問題に象徴的にあらわれている若者の雇用問題に焦点をあて，

雇用をめぐる諸々の不安にどうやって挑んでいくかを考えていきます。

若者の雇用不安・就職難に関する2つの事例

　一口に若者の雇用不安といっても，当人が置かれている状況によって内容や
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程度はさまざまです。ここでは，一般的な大学生と不利を被る若者とを例にと

り，それぞれが雇用をめぐってどのような不安を抱いているかを確認してみた

いと思います。なお，選考の時期については近年見直しが行われていますが，
CASE―11は 2010年代初頭の就活を前提にしていることに注意してください。

また CASE―2の作成にあたっては，不利を被る就労者に関する圧巻のケースレ

ポートである連合総研（2010）と，その分析編である連合総研（2011）を参考

にしました。

CASE―1　●大学生の就職難
　都内の私立大学に在籍する太田さくらさん（21歳・女性）は，3年次の夏に

就活支援サイトに登録することから就活に着手しました。大学主催の就職ガイ

ダンスに参加し基本的な説明を受けつつ，自分でも就活生向けの書籍を読み，

自己分析や企業面接のノウハウ，履歴書・エントリーシートの書き方を学びま

した。出版業界を志望する太田さんは，大学のキャリアセンターで紹介しても

らった OG・OBを訪問したり，企業サイトを閲覧したりしながら企業研究に

励みました。資料請求した企業は 70社あまり。学内の合同説明会は 4回，学

外の合同説明会には 5回ほど参加しました。実際にエントリーした企業は 40

社でした。主要企業の会社説明会は 12月に解禁となります。いくつかの企業

の説明会にウェブで申し込みましたが，受付開始後あっという間に満席となり

ました。電話で問い合わせ，当日の空きがあった説明会に参加できたこともあ

りました。最終的に太田さんが参加した企業の説明会・セミナーの数は 30社

にのぼりました。1月から順次始まった筆記試験に合格し，4月以降の選考面

接に進めたのは 10社でした。4年生の 5月時点で内々定をもらえたのは 1社

だけでした。あらためてその企業の評判をネットで調べると「ブラック企業」

であるとの書き込みが複数見つかりました。疲弊した太田さんは，卒論の執筆

もあり，就活の継続を断念しましたが，書き込みのせいで不安な気持ちに

陥っています。たった 1社しか自分を受け入れてくれなかった現実にも打ちの

めされました。第一志望の企業を面接で落とされた理由や選考基準もわからず

気が滅入るばかりです。自分は社会に必要とされていないのではないかとの不

安もよぎります。
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CASE―2　●不利を被る若者の就職難
　足立義彦さん（24歳・男性）は高校卒業後，食品加工会社に正規社員として

就職しました。引っ込み思案な性格が災いし，職場の先輩からの執拗ないじめ

や上司のパワハラにあい，2年目の半ばで退社を余儀なくされました。その後，

ハローワークで職探しをしましたが，条件の合う仕事がなく，近所のコンビニ

でバイトをはじめました。足立さんはひとりっ子で実家は母子世帯ですが，母

親とは昔からそりが合いませんでした。5歳のときに生き別れた父親は行方知

れずとなっています。頼れる親戚もいません。フリーター生活をはじめて半年

がたったとき，母親から「再婚するので出て行ってほしい」といわれ，住むと

ころを失いました。バイトで知り合った先輩に相談すると，住み込みの寮のあ

る運送会社を紹介してくれました。面接がうまくいき，非正規社員として就職

することになりました。運転免許を取得していなかったため，倉庫での運搬や

管理の仕事を任されました。職場の居心地は悪くありませんでしたが，23歳

のとき，腰を痛めてしまい再び退職を余儀なくされました。退社と同時に住む

場所を失い，現在はネットカフェを転々とする毎日です。節約のために公園で

野宿することもあります。ハローワークでは，住所がないと仕事を紹介できな

いといわれました。貯金も底をつきはじめ，このままホームレスになるしかな

いのかと不安な日々を送っています。

　この 2つの事例を読み，あなたはどう思ったでしょうか。太田さんもたいへ

んだけれど，足立さんの不安は雇用不安を通り越して「生存」そのものへの不

安ではないか，と考えたかもしれません。また，この 2つの事例を「若者の雇

用問題」として同列の扱いをするのは乱暴ではないかと考えたかもしれません。

しかし，この 2つの事例は，生きるうえで欠かせない「資源としての雇用」を

獲得するために孤軍奮闘している若者の姿を描いている，という点では共通し

ているはずです。過酷さを増す就活によって知的成長のための大切な機会を奪

われている太田さんのような若者も，また，家庭環境や教育達成をはじめ幾重

もの不利を被り不安定な生活を余儀なくされている足立さんのような若者も，

ともに人生の入り口で不安な状況を強いられているという点では何ら違いはな

いでしょう。そのことを念頭に置きながら，大学生の就活事情に的を絞って，

その実態を一歩引いたところから見つめ直してみます。
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大学生の「就活問題」の概要

　国際的な金融危機の引き金となった 2008年のリーマンショック後，日本で

は大学生の就職難が深刻化し，1990年代初頭におけるバブル崩壊後の「就職

氷河期」と肩を並べる事態となりました。そうしたなか，大手企業は新卒採用

の抑制と「厳選採用」を進めていきました。このような対応は，就活の「早期

化・長期化・煩雑化」に苦しむ大学生を，さらに追い込んでいきました（本

田 2011）。その結果，1社も内定をとれなかった学生が「未就職卒業者」と

なったり，「就職留年」を選択したりするようなケースも散見されるようにな

りました。

　こうした事態は，近年における産業構造の転換にともなう雇用環境の激変を

背景としています（詳しい解説は次節）。その象徴的な事態が，パート，アルバ

イト，派遣などの非正規雇用の増大です。2008年のリーマンショック後の景

気後退に際し，多くの企業は非正規労働者を雇用の調整弁として活用しました。

その結果，CASE―2の足立さんのような若者たちが非正規の仕事に就き，先の

見通しがたたない状況に追いやられました。当時，「派遣切り」が横行したこ

とは記憶に新しいところです。「雇い止め」（契約更新の拒絶）にあい，職と住

まいを同時に失った派遣労働者が，日比谷公園に設けられた「年越し派遣村」
（写真）に押し寄せる姿が大々的に報じられました。その後，非正規雇用の待

遇に目立った改善がなされることなくこんにちに至っています。それゆえ現在

職と住まいを失った失業者のための宿泊場所「年越し派遣村」
（朝日新聞社提供）
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の就活生たちが，「正社員」になることを至上命題としたとしても不思議では

ありません。

　しかしながら，正社員は正社員でその実態は熾烈を極め，長時間・過重労働

を強いられ，過労死寸前の過酷な状態に置かれている者もいます。そのような

労働法を無視した働き方を強いる事業所は「ブラック企業」と呼ばれ，就活生

たちの不安材料の 1つとなっています（今野 2012）。

　就職難の原因に関しては，企業側の責任を問う声ばかりでなく，学生側の問

題を指摘する声も聞かれます。そうした声には，学生の大手・安定志向ともか

らんだ新卒労働市場における「ミスマッチ」が就職難を招いているとするもの

もあれば，学生の質的な変化や多様化にその原因を見いだすものもあります。

後者のように，学生自身の質的変化を強調する議論では，いわゆる「大学全入

時代」が到来するなかで，適正な選抜を経ずに入学したために基礎学力や学習

意欲が十分でない学生が増大し，その就職難が大げさに語られているのではな

いのか，との分析がなされています（児美川編 2012：212―14）。他にもさまざま

な論点が提起されていますが，近年における「就活問題」のアウトラインは以

上のようになります。

若者の雇用・労働の現状

　こうした大学生を含む若者全般の雇用状況を，平成 27年版『子供・若者白

書』（「第 4章 社会的自立」）に即して確認しておきます。まず労働の実態を概観

します。若者（15～ 29歳）の労働力人口は 1990年代後半から減少に転じ，

2014（平成 26）年には 1106万人となっています。失業者数は，2000年代前半

以降，おおむね減少傾向にあり，2014年には，15～ 19歳が 6万人，20～ 24

歳が 27万人，25～ 29歳が 30万人となっています。なお，ここでいう失業者

数とは，総務省「労働力調査」が ILO（国際労働機関）の国際基準に準拠して

定義する「完全失業者」の数ですが，完全失業者とは，仕事に就いておらず，

仕事があればすぐに就ける者で，求職活動をしていた者と定義されています。

　近年では，若者にかぎらず，非正規の仕事に就く人々が増えています。2014

年において，雇用者（役員を除く）に占める若者の非正規労働者の割合は，15

～ 24歳（在学者除く）では 30.8％，25～ 34歳では 28.0％となっています。若
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者の非正規労働者の比率は，非正規雇用者全体と比べるとそれほど大きくはあ

りませんが，同年代では男性よりも女性の比率が大きくなっています。

　若者の就職状況について学歴別の就職率を見ると，2014年には中卒者が

0.4％，高卒者が 17.5％，大卒者が 69.8％となっています。高卒者 105万人の

うち，大学や短大に進学した者は 53.9％，就職した者が 17.5％である一方，進

学も就職もしていない者が 4.5％となっています（図 1.1）。大卒者 57万人のう

ち，大学院等進学者は 11.1％，正規職員として就職した者が 65.9％である一方

図 1.1　高校卒業者（2014 年 3月）の状況C H A RC H A R
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　（出所）　平成 27 年版『子供・若者白書』。

図 1.2　大学卒業者（2014 年 3月）の状況C H A RC H A R

　（出所）　図 1.1 に同じ。
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